
 
奈
良
県
養
護
老
人

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奈
良
県
知
事 

 

山 

下 
 

真 

奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

奈
良
県
養
護
老
人

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

奈
良
県
養
護
老
人

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

平
成
二
十
四
年
十
月
奈
良
県

条
例
第
十
二

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定

に
規
定
す
る

の
規
定
に
よ
る

改

め

 

第
十
三
条
第
五
項
中

同
一
敷
地
内
に
あ
る

削
 

第
二
十
六
条
の
見
出
し
を

協
力
医
療
機
関
等

に
改
め

同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る

 

養
護
老
人

入
所
者
の
病
状
の
急
変
等
に
備

次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

の
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関

病
院
に
限

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療

機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支

 

 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体
制

 
 

を
常
時
確
保

 

二 

当
該
養
護
老
人

か
ら
の
診
療
の
求

場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
常

時
確
保

 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て

当
該
養
護
老
人

の
医
師
又
は
協
力
医

療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行

入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
入
所
者
の

入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保

 

 

第
二
十
六
条
中
第
二
項
を
第
六
項

第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る

 

２ 

養
護
老
人

一
年
に

と
の
間

入
所
者
の
病
状
が
急
変

し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認

協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

 

３ 

養
護
老
人

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

に
規
定
す
る

に



間
で

に

規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第

九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症

次
項
に
お
い
て
同

発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め

る
よ
う
努

 

４ 

養
護
老
人

協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合

当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間

新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を

行

 

５ 

養
護
老
人

入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
等
に
入
院
し
た
後

当
該
入
所
者
の
病
状
が

軽
快

退
院
が
可
能

場
合

再
び
当
該
養
護
老
人

に
速
や
か
に
入

所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
条
例

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改

正
後
の
奈
良
県
養
護
老
人

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

同
項
中

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

と
あ
る
の
は

定
め
て
お
く
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
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